
















まえがき

　サリドマイド事件を契機として,先天異常モニター体制を衛生行政システム

の一環として位置づけ,その整備,運営,維持に努めている国国は年年増加して

いる。わが国においてもそのような体制が確立されることが望まれるのはいう

までもない。われわれは都内日赤産科 5施設のネットワークによるモニターを

設定試行し,主要な先天異常の早期発見,早期警告プロダラムの実際について若

干の考察を行なった。


